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本日の内容

総論

PCT出願との関係

特許出願の非公開制度の概要

主な論点の検討

優先権ありのPCT出願

優先権なしのPCT出願

❑発明地の認定

❑特定技術分野の認定

新制度の今後について
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前提：経済安全保障推進法の４つの柱の１つである
「特許出願の非公開に関する制度」の中に、
「外国出願禁止」が規定されている。

本日のウェビナーでの確認事項：
PCT出願人、代理人としての注意点は何か？

特許出願の非公開制度とPCT出願の関係

法第78条１項

経済安全保障推進法の「外国出願」には
PCT出願も含まれる旨、規定される



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

伝統的なPCT

の出願方法 12月

PCT加盟国157

費用の繰り延べ

-翻訳費用
-出願費用
-代理人費用

PCT出願の利用方法：タイプ１
（優先権あり）

0月

国内出願

（優先権）

PCT出願

16月

国際調査報告と
見解書

18月

PATENTSCOPE
上での国際公開

22月

(任意)

国際予備審査請求

30月

国内段階移行

簡易な手続き

-１様式
-１言語
-１セットの支払い
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PCT直接出願

0月

PCT出願

（優先権なし）

3～9月

PATENTSCOPE
上での国際公開

18月 22月

(任意)

国際予備審査請求

30月

国内段階移行

（参考）

なお０月に出願されたPCT出願を基礎出願として
（国際調査報告と見解書の結果を踏まえた上で）
12月で第2のPCT出願を行うこともできる。

12月

PCT出願の利用方法：タイプ２
（優先権なし）

国際調査報告と
見解書
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PCT直接出願の増加傾向（RO/JP）

※ RO/JPに出願された国際出願全件に基づくPCT直接出願の割合
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2005年（PCT直接出願10%） 2022年（PCT直接出願23%）

優先権なし(PCT直接出願) 優先権あり
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PCT出願との関係（論点まとめ）

ポイント１：「優先権あり」タイプのPCT出願への影響

ポイント２：PCT直接出願（優先権なし）への影響

①発明が日本国内で行われたか

②発明が「特定技術分野（25分野）」に該当するか

ポイント３：特許出願の非公開制度の今後
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PCTに関するご相談

PCT制度全般のお問い合わせ
PCTインフォメーション・サービス
E-mail: pct.infoline@wipo.int
Tel:+41 22 338 83 38

ePCTに関するご質問
PCT電子サービス (eServices) ヘルプデスク
E-mail: pct.eservices@wipo.int 

Tel: +41 22 338 95 23 

本件ウェビナーに関する講師へのお問い合わせ
WIPO-PCT法務ユーザー関連部 毛利峰子
E-mail: mineko.mohri@wipo.int

配信登録できます！

• PCTニュースレター

• PCTハイライト

PCTニュースレター創刊
30周年（2024年3月号）

記念号

pct.newsletter@wipo.int
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